
 ㊢  

監 第 ２０  号 

令和５年４月２８日 

 

寒 河 江 市 長 佐 藤 洋 樹 殿 

寒河江市議会議長 伊 藤 正 彦  殿 

 

寒河江市監査委員 大 沼   勇 

                 寒河江市監査委員 沖 津 一 博 

 

随時監査結果報告書 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定による監査を寒河江市監査基準に準拠して

実施しましたので、同条第９項の規定により監査結果を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 監 査 の 種 類 随 時 監 査 

 ２ 監 査 対 象  農 林 課 

 ３ 監 査 着 眼 点   

⑴現金預金等が適正に管理されているか。 

⑵出納簿等の帳簿類が適正に作成されているか。 

⑶領収書等の帳簿類が適正に保管されているか。 

⑷チェック体制が適正に機能しているか。 

⑸文書等が適正に処理・保管されているか。 

⑹団体の運営状況は適正か。（諸規程の整備、総会等の運営、事務体制） 

 ４ 監査実施月日 令和５年４月２８日 

５ 監査実施場所  監査委員事務局 

６ 監査の実施内容  市に事務局を置く任意団体等の会計事務等について 

           （令和４年度分） 

７ 監 査 の 結 果  良好と認められた。 

 

 

 



 ㊢  

監 第  ３５  号 

令和５年５月２４日 

 

寒 河 江 市 長 佐 藤 洋 樹 殿 

寒河江市議会議長 柏 倉 信 一  殿 

 

 

寒河江市監査委員 大 沼   勇 

         

随時監査結果報告書 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定による監査を寒河江市監査基準に準拠して

実施しましたので、同条第９項の規定により監査結果を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 監 査 の 種 類 随 時 監 査 

 ２ 監 査 対 象  企 画 創 成 課 

 ３ 監 査 着 眼 点   

⑴現金預金等が適正に管理されているか。 

⑵出納簿等の帳簿類が適正に作成されているか。 

⑶領収書等の帳簿類が適正に保管されているか。 

⑷チェック体制が適正に機能しているか。 

⑸文書等が適正に処理・保管されているか。 

⑹団体の運営状況は適正か。（諸規程の整備、総会等の運営、事務体制） 

 ４ 監査実施月日 令和５年５月８日 

５ 監査実施場所  監査委員事務局 

６ 監査の実施内容  市に事務局を置く任意団体等の会計事務等について 

           （令和４年度分） 

７ 監 査 の 結 果  良好と認められた。 

 

 



 ㊢  

監 第 ４５ 号 

令和５年６月５日 

 

寒 河 江 市 長 佐 藤 洋 樹 殿 

寒河江市議会議長 柏 倉 信 一  殿 

 

 

寒河江市監査委員 大 沼     勇 

寒河江市監査委員 後 藤 健 一 郎 

         

随時監査結果報告書 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定による監査を寒河江市監査基準に準拠して

実施しましたので、同条第９項の規定により監査結果を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 監 査 の 種 類 随 時 監 査 

 ２ 監 査 対 象  防災危機管理課 

 ３ 監 査 着 眼 点   

⑴現金預金等が適正に管理されているか。 

⑵出納簿等の帳簿類が適正に作成されているか。 

⑶領収書等の帳簿類が適正に保管されているか。 

⑷チェック体制が適正に機能しているか。 

⑸文書等が適正に処理・保管されているか。 

⑹団体の運営状況は適正か。（諸規程の整備、総会等の運営、事務体制） 

 ４ 監査実施月日 令和５年５月２９日 

５ 監査実施場所  監査委員事務局 

６ 監査の実施内容  市に事務局を置く任意団体等の会計事務等について 

           （令和４年度分） 

７ 監 査 の 結 果  良好と認められた。 

 

 



 ㊢  

監 第  ４８  号 

令和５年６月１３日 

 

寒 河 江 市 長 佐 藤 洋 樹 殿 

寒河江市議会議長 柏 倉 信 一  殿 

 

寒河江市監査委員 大 沼    勇 

                 寒河江市監査委員 後 藤 健 一 郎 

 

随時監査結果報告書 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定による監査を寒河江市監査基準に準拠して

実施しましたので、同条第９項の規定により監査結果を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １ 監 査 の 種 類 随 時 監 査 

 ２ 監 査 対 象  建 設 管 理 課 

 ３ 監 査 着 眼 点   

⑴現金預金等が適正に管理されているか。 

⑵出納簿等の帳簿類が適正に作成されているか。 

⑶領収書等の帳簿類が適正に保管されているか。 

⑷チェック体制が適正に機能しているか。 

⑸文書等が適正に処理・保管されているか。 

⑹団体の運営状況は適正か。（諸規程の整備、総会等の運営、事務体制） 

 ４ 監査実施月日 令和５年６月６日 

５ 監査実施場所  監査委員事務局 

６ 監査の実施内容  市に事務局を置く任意団体等の会計事務等について 

           （令和４年度分） 

７ 監 査 の 結 果  良好と認められた。 

 

 


